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参考１５ 
文書料の算定一覧 

 
 

支給対象 関係条文及び
通達 告示様式の名称番号 請求方法 支給額 

 障害（補償）等年金の受給権者が、障害の程度に変更があった
として、障害（補償）等給付変更請求書に添付して提出した「障
害の部位及び状態に関する診断書」（以下「障害の状態に関する
診断書」という。） 

則第 14条の 3
第 3項 

障害（補償）等給付変
更請求書（様式第11号） 

療養の費用請求書 
告示様式第 7 号、第 16 号の
5(1） 
病院等 → 労働者等 → 署 

7,000 円 

 労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることにより遺
族（補償）等年金転給等請求書を添付して提出した「障害の状態
に関する診断書」（労働者の死亡が業務上でないという理由で遺
族（補償）等年金支給の対象とならなかった場合における診断書
を除く。） 

則第 15条の 2
第 3 項第 5 号
及び第 7 号 
 
則第 15条の 3
第 2項第 2 号 
 
則第 15条の 4
第 2項第 2 号 

遺族（補償）等年金請
求書（様式第 12 号、第
16 号の 8） 
遺族（補償）等年金転
給等請求書（様式第 13
号） 

6,000 円 
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障害（補償）等給付の支給を受けようとする者が、障害（補償）
等給付請求書に添付して提出した「障害の状態に関する診断書」 

則第 14条の 2
第 3項 

障害（補償）等給付請
求書（様式第 10 号、第
16 号の 7） 

○指定病院等 
診療費請求書（含内訳）
診機様式第 1 号（含 2～5） 
 
○非指定病院等 
療養の費用請求書 
告示様式第 7 号(1)、第 16
号の 5(1) 
病院等 → 労働者 → 署 

7,000 円 

 労働者の負傷又は疾病が療養の開始後 1 年 6 ヵ月を経過した日
以後傷病（補償）等年金の支給決定に必要と認めた場合に傷病の
状態等に関する届出に添付して提出した「傷病の状態に関する診
断書」 

則第 18条の 2
第 3項 

傷病の状態等に関する
届（様式第 16 号の 2） 

6,000 円 

 労働者の負傷又は疾病が療養の開始後 1 年 6 ヵ月を経過した日
において治っていない場合に、同日以後 1 ヵ月以内に提出させる
傷病の状態に関する届出に添付して提出した「傷病の状態に関す
る診断書」 

則第 18条の 2
第 3項 

 同  上 6,000 円 

 休業（補償）等給付の支給を受けようとする者の負傷又は疾病
が毎年 1 月 1 日において療養開始後 1 年 6 ヵ月を経過していると
きに同月中のいずれかの日の分を含む休業（補償）等給付請求書
に添付して提出する傷病の状態に関する報告書に添付して提出し
た「傷病の状態に関する診断書」 

則第 19条の 2
第 2項 

傷病の状態等に関する
報告書（様式第 16 号の
11） 

6,000 円 

 傷病（補償）等年金の受給権者が障害の程度に変更があった場
合に提出する傷病の状態の変更に関する届書に添付する「傷病の
状態に関する診断書」 

則第 21条の 2
第 4項 

傷病の状態の変更に関
する届（年金申請様式
第 4号） 

6,000 円 

 介護（補償）等給付の支給を受けようとする者が介護（補償）
等給付支給請求書に添付して提出した「診断書」 

則第 18条の 3
の 5 
 第 3 項第 1
号 

介護（補償）等給付支
給請求書（様式第 16 号
の 2 の 2） 

※障害（補償）等年金受
給者である場合について
は、療養の費用請求書 

6,000 円 
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労働基準監督署長が、療養（補償）等給付を受けている者（傷
病（補償）等年金を受けている者を含む。）について療養の継続
の要否、入院療養の要否、治ゆ等を判断するために必要と認め、
診療担当医師に診断書の提出を求めた場合における当該診断書 

  

○指定病院等 
診機様式第 1 号の 2 
病院等 → 局 
 
○非指定病院等 
診機様式第 1 号の 3 
病院等 → 署 

6,000 円 

休業（補償）等給付請求書における診療担当者の休業に関する
証明 

則第 13条第 2
項 

休業（補償）等給付請
求書（様式第 8 号、様
式第 16 号の 6） 

○指定病院等 
診療費請求書（含内訳） 
診機様式第 1 号（含 2～5） 
病院等 → 局 
 
○非指定病院等 
療養の費用請求書 
告示様式第 7 号(1)、第 16
号の 5(1) 
病院等 → 労働者 → 署 

2,200 円 

看護の給付の看護費用の額の証明書における診療担当者の看護
に関する証明 

則第 12条の 2
第 3項 

昭和 63 年 5 月 12 日 
基発第 315 号別紙様式
１ 

1,100 円 

労働基準監督署長が労災法第 47 条の２の規定による受診命令
に基づいて作成依頼する意見書等 

労災法第 47
条の 2 
平 8.7.24 
基発第 479 号 

  

一般的な医学
事項 

 8,000 円 
特に高度な医
学的事項 

22,000 円 

 はり・きゅう及びマッサージの施術に係る診断書 
昭 57.6.2 
基発第 384 号 

はり・きゅう診断書（診
鍼様式第 1 号） 
マッサージ診断書（診
鍼様式第 2 号） 
昭 57.5.31 基発第 375
号 

○指定病院等 
診療費請求書（含内訳） 
診機様式第 1 号（含 2～5） 
病院等 → 局 
 
○非指定病院等 
療養の費用請求書 
告示様式第 7 号(1)、第 16
号の 5(1) 
病院等 → 労働者 → 署 

はり・きゅう単
独、一般医療と
併用 

 4,000 円 
「施術効果の
評価表」添付の
場合 

 5,000 円 
マッサージ 

 4,000 円 
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アフターケア実施期間の更新に関する診断書 
令 8.3.27 
基発 0327 第 5
号 

令和 8 年 3 月 27 日 
基発 0327 第 5 号 
様式第 3 号別紙 

実施要領様式第 5号 
実施要領様式第 5号の 2 
病院等 → 局 

5,000 円 

 




